
 各種技能講習及び資格取得助成金のご案内 

  

伊奈町商工会工業部会では、工業系会員事業所（従業員含む）が受

講する安全技能講習の受講料や各種資格取得費用の一部を助成します。 

 

助成対象期間 令和７年４月１日～令和８年２月２７日 

※ 領収日が令和 7年 4月 1日以降のものに限る 

助成申請期間 令和７年６月２日(月)から令和８年２月２７日(金) 

（ただし、予算に達し次第終了となります） 

※同一年度に２回の申請はできません。 

助成金額    1名あたり上限 1万円（１/２補助） 

        1事業所上限 3万円  

対象講習    技能講習、特別教育、安全衛生教育、 

その他（事業運営上必要な資格取得） 

         ※資格・免許等の更新は除く 

         ※申請頂いても、対象講習と認められない場合

がございます。 

申請時提出書類 

・各種技能講習及び資格取得助成金申請書（裏面） 

・受講料の領収証（写し） 

      ・振込先通帳の表紙と見開き 1ページ目のコピー 

 お問合せ  伊奈町商工会（担当：増田） ℡ 048-722-3751  



 

各種技能講習及び資格取得助成金申請書 

申請日 令和   年   月   日 

事業所名 

代表者名 

 

電話番号 
 

FAX番号  

受講者氏名 
不足する場合コピーして使用 

受講講習・資格名 受講料 
助成金額（受講料×

1/2）1 名上限 1 万円 

（千円未満切り捨て） 
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，０００ 

 
   

，０００ 

 
      

        計 

 

，０００ 

助成金申請合計額 

  

           ，０００ 円（1事業所上限 3 万円） 

      

助成金振込先口座（通帳の表紙、見開き 1ページ目のコピーを添付） 

金融機関 
  

 

 

     支店 

口座種類 普通 ・ 当座 

口座番号 
   

フリガナ 

口座名義人 

   

添付書類：受講料等の資格取得費用の領収証（写し）・通帳の写し        


